
給水装置工事承認申請フロー図
１．水道申込から給水までの手順

（給水装置工事事業者へ工事の申込）

（給水申込書類、工事図面等作成し、市に申請）

（給水申込納付金、工事検査手数料、設計審査手数料の請求）

（上記金額の払込）

（入金の連絡） （工事着手、工事完了後市に検査申請）

（申込者に配水管から宅内配管までの工事代金を請求)

（量水器の設置）

２．費用の負担

①市に負担する費用（一般家庭口径２０mmの場合）

②給水装置工事事業者へ支払う費用

　配水管から量水器までの工事代金

　量水器から宅内配管の工事代金

３．口径別給水申込納付金(税込）

問合せ先　いすみ市水道課　　　℡0470(62)1111（代表）　0470(62)1384（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

                                           　　　　　　　直通　FAX0470(62)8100

７５ｍｍ 　　　　　　５，９０７，０００円

１００ｍｍ以上 給水管の断面積及び流量比を基礎として市長が定める額

５０ｍｍ 　　　　　　２，２５５，０００円

３０ｍｍ 　　　　　　　　６３８，０００円

４０ｍｍ 　　　　　　１，２９８，０００円

２０ｍｍ 　　　　　　　　１７６，０００円

２５ｍｍ 　　　　　　　　４０７，０００円

量　水　器　口　径 負　　　担　　　金　　　額

１３ｍｍ 　　　　　　　　　８８，０００円

設計審査手数料 ２，０００円　

合　　　　　計 １８０，０００円　

工事検査手数料 ２，０００円　

費　用　名　称 負　担　金　額 備　　　　　考

給水申込納付金 １７６，０００円　

申 込 者

いすみ市指定給水装置工事事業者

いすみ市水道課

申 込 者

いすみ市指定給水装置工事事業者金 融 機 関

いすみ市水道課

検 査

給 水 開 始


